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号 外⑺ 

 

  目      次  
    

   規  則 

 ○富山県会計規則の一部を改正する規則                １ 

   告  示 

 ○会計管理者の事務の一部の委任についての一部改正         ２ 

 ○富山県会計規則に規定する帳簿及び書類の様式に関する規程の一部を  

  改正する規程                           
 

 

∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

規      則 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

 富山県会計規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和８年３月31日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

富山県規則第30号 

   富山県会計規則の一部を改正する規則 

 富山県会計規則（昭和62年富山県規則第17号）の一部を次のように改正する。 

 第４条第２項中第３号を削り、第４号を第３号とする。  

 第36条第３項第７号及び第56条中「西日本電信電話株式会社等」を「民間事業者 

その他の者」に改める。  

 第71条第１項第１号及び第81条第２項ただし書中「 160万円」を「 200万円」に 

改める。 

 第 101条第２号中「 100万円未満の」を「 200万円を超えない」に改める。 

 別表第２富山空港管理事務所の項を削る。 

 別表第３建築住宅課の項を削る。  

   附 則  

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 
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                              （出 納 課）  
 

∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

告      示 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

富山県告示第175号 

   会計管理者の事務の一部の委任についての一部改正について 

 会計管理者の事務の一部の委任について（平成19年富山県告示第 185号）の一部 

を次のように改正する。 

  令和８年３月31日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

 別表第２建築住宅課の出納員の項を削る。 

   附 則 

 この告示は、令和８年４月１日から施行する。 

                              （出 納 課）  

 

 

富山県告示第176号 

   富山県会計規則に規定する帳簿及び書類の様式に関する規程の一部を    

   改正する規程 

 富山県会計規則に規定する帳簿及び書類の様式に関する規程（昭和62年    富山県告 

示第 221号）の一部を次のように改正する。 

  令和８年３月31日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

 第２号様式⑶を次のように改める。 
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第２号様式⑶（第10条、第12条関係） 

歳入調定決議書（事後・月次） 
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 第12号様式を次のように改める。 

第12号様式（第22条関係） 

 

 

 

 第13号様式を次のように改める。 

第13号様式（第25条、第27条、第151条の３関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 12号様式(第 22条関係) 

 領収印(入学料及び授業料用) 
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第25号様式を次のように改める。 

第25号様式（第33条、第36条関係） 

支出負担行為決議書 
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別紙１ 

支出負担行為科目別集計表 

                                                頁 
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別紙２ 

支出負担行為債権者別集計表 

                                                 頁 
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別紙３ 

支出負担行為決議一覧表 

                                                 頁 
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第26号様式を次のように改める。 

第26号様式（第35条関係） 

支出負担行為変更決議書 
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別紙１ 

支出負担行為科目別変更集計表 

                                                 頁 
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別紙２ 

支出負担行為債権者別変更集計表 

                                                 頁 
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別紙３ 

支出負担行為変更決議一覧表 

                                                 頁 
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 第63号様式を次のように改める。 

第63号様式（第109条、第113条、第127条関係） 

物品購入（借入・修繕）伺 
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別紙 
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 第63号様式の２を次のように改める。 

第63号様式の２（第109条、第113条、第127条関係） 

物品購入（借入・修繕）変更伺 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  16  令和８年３月 31日    富 山 県 報          号 外⑺   

 

別紙 
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   附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この告示による改正前の富山県会計規則に規定する帳簿及び書類の様式に関す 

 る規程に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用すること 

 ができる。 

                              （出 納 課）  
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